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第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第56回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IRニュース」欄に掲載しております
「第56回定時株主総会招集通知」よりご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アサ
ックス」又は「コード」に当社証券コード「8772」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわ
せてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年
６月24日（火曜日）午後５時30分（営業時間の終了時）までに到着するようご返
送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2025年６月25日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都渋谷区広尾一丁目３番14号

ＡＳＡＸ広尾ビル　本社会議室

３．目的事項

報告事項 第56期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及

び計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、

議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして

お取り扱いいたします。

(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方

１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を

証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

     

記

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権
行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の当社ウェブサイト及び東証
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。

◎ 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解
くださいますようお願い申し上げます。
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（ 2024年４月１日から ）2025年３月31日まで

１．会 社 の 現 況

(1）当事業年度の事業の状況

事　 業　 報　 告

① 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウン

ド需要の増加等により、緩やかな回復を維持しました。一方で、物価上昇
の継続、為替・金融資本市場の変動、アメリカの通商政策の動向等の影響
が海外・国内景気の下振れリスクとなっており、先行き不透明な状況が続
いております。

不動産金融市場においては、都心近郊における住宅地・商業地の地価水
準は堅調に推移しているものの、今後については前述のリスク等が不動産
の流動性や価格に与える影響を注視していく必要があります。

このような環境の下、当社においては、従来通り「債権の健全性」を重
視して債権内容の維持に努めつつも、積極的な顧客開拓を行ってまいりま
した。

その結果、当事業年度末における営業貸付金残高は、前事業年度末の
95,378,759千円から7,205,134千円（7.6％）増加の102,583,893千円とな
りました。

当事業年度における経営成績は以下の通りです。

イ. 営業収益
営業貸付金利息は、期中平均貸付金残高の増加及び平均貸付金利の上

昇等が主因となり、前事業年度比540,275千円（11.0％）の増加となり
ました。

その他の営業収益は、期中貸付額・期中回収額がともに増加したこと
により、手数料収入が115,601千円（11.7％）の増加、解約違約金が
79,076千円（24.3％）の増加となったこと等が主因となり、前事業年度
比224,838千円（12.3％）の増加となりました。

以上により、当事業年度における営業収益は前事業年度比765,113千
円（11.3％）増加の7,519,934千円となりました。
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ロ. 営業費用
金融費用は、期中平均借入金残高の増加及び平均借入金利の上昇に

伴う支払利息の増加等が主因となり、前事業年度比149,950千円
（33.0％）の増加となりました。

売上原価は、不動産賃貸原価の減少により、前事業年度比16,139千円
の減少となりました。

その他の営業費用は、プロモーション活動の強化により広告宣伝費が
67,828千円（34.5％）の増加となったことに加え、店舗の統合・移転に
伴い、その他に含まれる消耗品費・修繕費が増加となったこと等が主因
となり、前事業年度比163,466千円（11.3％）の増加となりました。

以上により、当事業年度における営業費用は前事業年度比297,278千
円（14.8％）増加の2,305,180千円となりました。

ハ. 営業利益
前述のとおり、当事業年度における営業収益が前事業年度比765,113

千円（11.3％）の増加、営業費用が前事業年度比297,278千円
（14.8％）の増加となったことから、営業利益は前事業年度の
4,746,919千円に比べて467,835千円（9.9％）増加の5,214,754千円とな
りました。

ニ. 経常利益
営業外収益は、前期計上したデリバティブ評価益及び為替差益の剥落

等が主因となり、前事業年度比301,859千円（88.2％）の減少となりま
した。

営業外費用は、為替変動に伴う為替差損の計上等により、前事業年度
比53,627千円の増加となりました。

以上により、経常利益は前事業年度の5,061,667千円に比べて112,348
千円（2.2％）増加の5,174,016千円となりました。

ホ. 特別利益、特別損失
特別利益、特別損失ともに当期純利益に大きな影響を与えるものはあ

りませんでした。

ヘ. 当期純利益
法人税等合計は、前事業年度比25,886千円（1.5％）の増加となり、

当事業年度における当期純利益は、前事業年度の3,289,170千円に比べ
て97,180千円（3.0％）増加の3,386,351千円となりました。

② 設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は172,479千円

であり、その主なものは、新基幹システムの構築に伴うソフトウェア仮勘
定の取得、賃貸不動産の改修及び社有車の取得によるものです。

－ 4 －



③ 資金調達の状況
記載すべき重要な事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

(2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 53 期

(2022年３月期)
第 54 期

(2023年３月期)
第 55 期

(2024年３月期)

第 56 期
(当事業年度)
(2025年３月期)

営 業 貸 付 金 (千円) 78,224,473 88,641,883 95,378,759 102,583,893

営 業 収 益 (千円) 5,651,716 6,180,844 6,754,821 7,519,934

経 常 利 益 (千円) 3,867,450 4,297,813 5,061,667 5,174,016

当 期 純 利 益 (千円) 2,539,008 2,799,768 3,289,170 3,386,351

１株当たり当期純利益 (円) 76.99 84.90 99.74 102.69

総 資 産 (千円) 83,717,737 101,192,706 109,546,811 118,272,009

純 資 産 (千円) 41,425,381 43,631,582 46,327,184 49,054,015

１株当たり純資産額 (円) 1,256.22 1,323.13 1,404.87 1,487.56

(注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当た

り純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の持株比率 主要な事業内容

株式会社フォーサイト 10,000千円 100.0％ 不動産事業

A S A X  A m e r i c a ,  I n c . 25,500千米ドル 100.0％ 不動産事業

① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(4）対 処 す べ き 課 題

① 知名度向上による企業ブランド力の強化
当社はインターネット広告及び交通広告を中心にプロモーション活動を

展開し、企業認知度及びブランド力の向上を図っております。今後は、従
来通りの地道な活動に加え、新たな広告媒体の導入等により、企業認知度
及び商品の有用性の積極的なプロモーション活動を行い、企業ブランド力
の強化を図っていく所存です。

② 企業体質の強化
当社はお客様の企業採算に乗る金利での資金供給を経営の基本方針にし

ております。この方針に基づき、調達コストとお客様への貸出利率のバラ
ンスを取りつつ、優良な顧客の開拓を積極的に行い、信用コストを抑えた
良質な営業貸付金残高の積み上げを行ってまいります。

資金調達面におきましては、金融機関との取引拡大に加え、市場から直
接調達する等、調達方法の多様化により財務内容の安定性を高め、企業体
質の強化を図ってまいります。

③ 人材の育成
当社の財産は社員であり、当社が健全に成長していくためには、会社の

経営理念をよく理解し、ロイヤルティが高い優秀な社員の育成が必須と認
識しております。

そのため、社員の行動原理・原則を記した「企業行動憲章」の制定のほ
か、キャリアに応じた階層別研修を実施する等、人材育成の体制を構築し
ております。

このような体制の下、業務遂行に必要な知識や技術の習得及びコンプラ
イアンスの徹底を図り、高い専門性と倫理観を兼ね備えた人材となるよう
育成を行っております。
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(5）主 要 な 事 業 内 容（2025年３月31日現在）

業 務 区 分 業 務 内 容

不動産担保ローン事業 不動産を担保とする事業資金等の融資を行っております。

信 用 保 証 事 業 金融機関が行う不動産担保融資に対する信用保証業務を行っております。

不 動 産 賃 貸 事 業 収益不動産を取得し、事業用・居住用不動産の賃貸及び管理を行っております。

不 動 産 販 売 事 業 債権回収を目的とした不動産の取得、販売を行っております。

(6）主 要 な 営 業 所（2025年３月31日現在）

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 店 東京都渋谷区 池 袋 支 店 東京都豊島区

日 本 橋 支 店 東京都中央区 横 浜 支 店 神奈川県横浜市

新 宿 支 店 東京都新宿区 大 宮 支 店 埼玉県さいたま市

(7）使 用 人 の 状 況（2025年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

57名 7名減 35.3歳 11.75年

(注）使用人数は就業人員であります。

(8）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 10,399,998 千円

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 5,763,200

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 5,470,000

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 4,567,500

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 4,492,800

株 式 会 社 東 京 ス タ ー 銀 行 3,400,000

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 2,990,000

株 式 会 社 広 島 銀 行 2,000,000

株 式 会 社 東 和 銀 行 1,422,460

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,350,026

(注）上記以外に債権流動化による資金調達額8,646,100千円があります。

(9）その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．株 式 の 状 況（2025年３月31日現在）

(1）発 行 可 能 株 式 総 数 108,000,000株

(2）発 行 済 株 式 の 総 数 32,980,500株

(3）株 主 数 8,901名

(4）大株主 (上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 フ レ キ シ ブ ル 11,394,400株 34.55％

草 間 庸 文 9,399,100 28.50

光 通 信 株 式 会 社 2,477,200 7.51

株 式 会 社 Ｕ Ｈ 　 Ｐ ａ ｒ ｔ ｎ ｅ ｒ ｓ 　 ２ 1,992,300 6.04

諸 藤 周 平 924,600 2.80

株 式 会 社 山 和 770,100 2.34

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 467,700 1.42

草 間 康 子 270,000 0.82

草 間 裕 子 225,000 0.68

草 間 雄 介 225,000 0.68

(注)１. 持株比率は自己株式（4,500株）を控除して計算しております。

２. 上記株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。

株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　467,700株

３．新株予約権等の状況（2025年３月31日現在）

該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1）取締役の状況（2025年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 草 間 庸 文

代表取締役社長 草 間 雄 介
審査部長
株式会社フレキシブル代表取締役
ASAX America, Inc. President

取 締 役 池 尻 周 平 営業統括部長

取 締 役 小 林 一 成 管理部門担当

取締役(監査等委員) 成 田 隆 一

株式会社フローク・アドバイザリー代表取締役社長
トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰパートナー
株式会社ＪＢＳファシリティーズ社外取締役
ＳＧアセットマックス株式会社投資委員会外部委員

取締役(監査等委員) 松 﨑 孝 夫 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長

取締役(監査等委員) 林 　 康 司
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ社外取締役（監査等委員）
林総合法律事務所代表弁護士
株式会社駒井ハルテック社外監査役

(2）事業年度中に退任した取締役

(3）責任限定契約の内容の概要

（注)１. 取締役（監査等委員）成田隆一氏、松﨑孝夫氏及び林康司氏は、社外取締役でありま

す。

２. 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施し

ているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選

定しておりません。

３. 取締役（監査等委員）成田隆一氏及び松﨑孝夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として同取引所に届け出ております。

該当事項はありません。

該当事項はありません。
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(4）取締役の報酬等

役 員 区 分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
員数
(名)

固定報酬 賞 与 退職慰労金等

取締役（監査等委員である取締役を除く。)

( う ち 社 外 取 締 役 )

136,707

(－)

112,200

(－)

－

(－)

24,507

(－)

４

(－)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )

( う ち 社 外 取 締 役 )

11,400

(11,400)

11,400

(11,400)

－

(－)

－

(－)

３

(３)

合 計

( う ち 社 外 取 締 役 )

148,107

(11,400)

123,600

(11,400)

－

(－)

24,507

(－)

７

(３)

① 当事業年度に係る報酬等の総額

（注)１. 退職慰労金等の額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名に対する当事

業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額24,507千円です。

２. 2016年６月29日開催の第47回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締

役を除く。）の報酬限度額については年額200,000千円以内、取締役（監査等委員）の

報酬限度額については年額15,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会

終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は３名、取締役（監査

等委員）の員数は４名（うち、社外取締役は４名）です。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2021年４月２日開催の取締役会において、監査等委員である
取締役４名（うち、社外取締役は４名）が出席し、十分な議論を尽くし
た上で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等
の内容に係る決定方針を決議しております。

ロ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容

に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
ⅰ 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）

金銭報酬である固定報酬、賞与及び退任時に支給する退職慰労金で
構成しております。

固定報酬については、持続的な企業価値向上に資するものであるこ
と、及び優秀な人材の確保を実現するものであることを基本として決
定することとしております。

具体的には、会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員
給与とのバランス等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範
囲内で、取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代
表取締役社長の協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年
間報酬額を12等分した金額を毎月現金で支給することとしておりま
す。
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賞与については、当社の営業成績に応じて、株主総会で決議された
報酬限度額の範囲内で、固定報酬とは別に株主総会の決議を経て決定
することとしております。株主総会の決議が、個々の取締役が受ける
べき賞与の額を示さなかった時の配分は、取締役としての個々の業務
執行状況を評価して取締役会で決定することとしております。

退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支
給することを株主総会にて決議することとしております。所定の基準
としては、「役員退職慰労金規程」を制定しており、個別の支給額、
支給方法及び支給時期については、取締役会における一任決議に基づ
き代表取締役社長が相当額の範囲内で決定することとしております。

ⅱ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
その役割及び独立性の観点から金銭報酬である固定報酬のみとし、

固定報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、
取締役会における再一任決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役
社長の協議の上、各取締役への年間報酬額を決定し、当該年間報酬額
を12等分した金額を毎月現金で支給することとしております。

ハ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うも
のであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、2024年４月５日開催の取締役会

における再一任決議に基づき、代表取締役会長草間庸文及び代表取締役
社長草間雄介の協議の上決定しております。また、取締役会は、当該権
限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査等委員である取締
役の意見を得ることとしており、監査等委員会は、当該報酬が会社の業
績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等を勘案
したものであり、内規に則した適切なものであると判断しております。

③ 取締役の個人別の報酬の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における各取締役への固定報酬の決定は、2024年４月５日開

催の取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役会長草間庸文及び
代表取締役社長草間雄介の協議に委任しております。その権限の内容は、
会社の業績、職責・役位、経営への貢献度及び従業員給与とのバランス等
を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役への年
間報酬額を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全
体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務や職責の評価を行うのに最も
適していると判断したからです。また、取締役会は、当該権限が適切に行
使されるよう、監査等委員である取締役の意見を得ることとしており、監
査等委員会は、当該報酬が適切であり、基本方針に沿った内容であるかど
うかを多角的に検討しております。

なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員の
協議により決定しております。
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(5）社外役員に関する事項

区 分 氏 名 兼 職 先 兼 職 内 容

取 締 役
(監査等委員)

成 田 隆 一

株式会社フローク・アドバイザリー
トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰ
株式会社ＪＢＳファシリティーズ
ＳＧアセットマックス株式会社

代表取締役社長
パートナー
社外取締役
投資委員会外部委員

取 締 役
(監査等委員)

松 﨑 孝 夫 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 代表取締役社長

取 締 役
(監査等委員)

林 　 康 司
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
林総合法律事務所
株式会社駒井ハルテック

社外取締役（監査等委員）
代表弁護士
社外監査役

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 (監査等委員 )
成 田 隆 一

当事業年度中に開催された取締役会15回の全てに出席し、不動

産鑑定士としての専門的見地に基づく発言を適宜行っており、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な

役割を果たしております。

また、当事業年度において開催された監査等委員会12回の全て

に出席し、監査結果についての意見交換等必要な発言を適宜行

っております。

取締役 (監査等委員 )
松 﨑 孝 夫

当事業年度中に開催された取締役会15回の全てに出席し、金融

機関における豊富な経験と幅広い専門知識に基づいた発言を適

宜行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

るための適切な役割を果たしております。

また、当事業年度において開催された監査等委員会12回の全て

に出席し、監査結果についての意見交換等必要な発言を適宜行

っております。

取締役 (監査等委員 )
林 　 康 司

当事業年度中に開催された取締役会15回の全てに出席し、弁護

士としての専門的見地に基づく発言を適宜行っており、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を

果たしております。

また、当事業年度において開催された監査等委員会12回の全て

に出席し、監査結果についての意見交換等必要な発言を適宜行

っております。

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

(注）各兼職先と当社との間に重要な取引関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

－ 12 －



５．会計監査人の状況

(1）名 称 太陽有限責任監査法人

(2）報 酬 等 の 額

支 払 額

イ. 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務に
ついての報酬等の額

23,257 千円

ロ. 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

23,729 千円

(3）非監査業務の内容

(4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

(5）会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分

(注)１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記イ．の報酬等の額にはこれ

らの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積

り算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の

報酬等の額について同意の判断をいたしました。

当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、資金
調達に関する合意された手続業務であります。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める
項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計
監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員
は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及
びその理由を報告いたします。

当社の会計監査人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結
に関する業務の停止３ヵ月（2024年１月１日から同年３月31日まで）の処分
を受けました。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。（最終改定　2016年７月１日）

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

イ. 当社は、コンプライアンスが経営の最重要課題の一つであるとの認
識のもと、「アサックス企業行動憲章」を制定し、法令遵守はもと
より社会規範や倫理に則った企業活動を遂行することを基本方針と
する。

ロ. 「コンプライアンス規程」をはじめとした社内の諸規程を制定して
取締役及び使用人に周知徹底を図り、以下の体制を整備・運用す
る。

ⅰ 取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、
他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

ⅱ 監査等委員会は、取締役の職務執行状況につき、監査基準及び監
査計画に基づき監査を行う。

ⅲ コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、総務統括部
長をコンプライアンス責任者に任命し、会社全体のコンプライア
ンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

ⅳ コンプライアンス推進部署による研修等のコンプライアンス教育
を通して、継続的に研鑽を積む環境を整備する。

ⅴ 内部通報制度を設け、その実効性を確保するために通報者の匿名
性保持、通報に基づく調査・措置、通報者の不利益取扱の禁止等
の措置を講じる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報

は、法令、定款及び「文書管理規程」をはじめとした社内規程に基
づき適正に保存及び管理を行う。

ロ. 情報の管理に関しては「個人情報保護および安全管理に関する取扱
規程」及び「個人情報保護および安全管理に関する運用細則」を策
定し、遵守の徹底を図る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め

る。
ロ. 「リスク管理規程」により、リスクの定義及びリスク管理部署を定

め、当社を取り巻くリスクに対し、リスクの排除、予防及びリスク
による不測の損失に対し効果的に対処する管理体制を整備する。
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ハ. 万一、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長と
した対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含めた対策チ
ームを組織して迅速な対応を行い、損失の拡大を防止し、これを最
小限に止めるよう努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役の職務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規

程」に基づき運営する。
ロ. 「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規程」において職務の分掌

及び権限について詳細を定め、効率的に職務の執行が行われる体制
を整備する。

ハ. 取締役会の事務局を設置し、資料の作成支援、議案内容の事前説明
を行うことにより、必要に応じて速やかに取締役会を開催し、付議
基準に定める事項が適時に上程・審議できる体制を確保する。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制
当社は、子会社の自主性を尊重する中で、グループの企業価値を持続

的に向上できるよう、グループにおける内部統制システムを整備する。
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する

体制
子会社は、財務諸表、事業報告その他の子会社の取締役等の職務

の執行に係る事項について、当社への定期的な報告を行うととも
に、当社からの役員の派遣、当社監査等委員会及び内部監査室によ
る監査等を通じて、子会社における業務を監視・監督する。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社において「リスク管理規程」を定めてリスク管理に係る体

制を整備し、当社はその適正な運用を確保するとともに、子会社が
抱えるリスクを把握し、適正に管理する。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

当社から派遣した役員に業務執行を委嘱し、効率的に子会社の取
締役の職務の執行が行われることを確保する。

ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制

当社は、子会社に、その事業内容に応じて「コンプライアンス規
程」を定め、コンプライアンス体制を適切に構築及び運用させるも
のとし、子会社における財務報告の信頼性を確保するために必要な
内部統制の体制を構築及び運用させる。
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⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを
求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあった場合には、監査等委員会と協議

のうえで必要な人員を配置する。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）
からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査
等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

イ. 前号の取締役及び使用人の任命・異動等の人事権に係る事項の決定
には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより、取締役（監査
等委員であるものを除く。）からの独立性を確保する。

ロ. 前号の取締役及び使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとす
る。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制
イ. 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人が監査等委員

会に報告するための体制
ⅰ 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は、監査等

委員会の求めに応じて会社の業務執行状況の報告を行う。
ⅱ 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し

たときは直ちに常勤の監査等委員に報告を行い、常勤の監査等委
員は臨時監査等委員会を招集し、事実の報告を行う。

ロ. 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

ⅰ 当社は、子会社の取締役及び使用人がその業務執行に関し当社の
監査等委員会から報告を求められた場合、速やかに報告するため
の体制を整備する。

ⅱ 「コンプライアンス規程」により子会社の取締役、監査役及び使
用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に
直接報告を行うことができる体制を整備する。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
当社は、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人

並びに子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が
監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するために、「コンプライアンス規程」において報告者の不
利益取扱の禁止等の措置を規定する。
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(2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑩ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに
限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会が職務の執行につき費用の前払等を請求したと

きは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要で
ないと認められた場合を除き、その費用又は債務を処理するものとす
る。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制

イ. 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を行い、相互の意
思疎通を図るよう努める。

ロ. 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との連携を保ち、意見
交換及び情報交換により監査等委員会の監査の実効性を確保する。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「アサックス企業行動憲章」において市民社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを宣
言し、反社会的勢力排除に関して「コンプライアンス規程」に明文の根
拠を設け、組織全体として対応することとする。

⑬ 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、内部監査室が代表取締役社長の指示の下、財務計算に関する

書類その他の情報の適正性を確保するため、金融商品取引法及びその他
の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の態勢構築・整備を推進す
る。

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要は以下のとおりであります。

① コンプライアンス
当社では、コンプライアンス意識の徹底を図るべく、コンプライアン

ス推進部署による社内研修を定期的に実施しております。また、定例会
議等において、コンプライアンス体制の強化のための情報共有や実施施
策の効果についての検証を行っており、コンプライアンスの実効性確保
や改善に努めております。

内部統制システムの運用状況については、担当役員によるモニタリン
グを常時実施しており、その結果については取締役会において定期的に
報告・検討を行っております。
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② リスク管理体制
当社では、経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業内容にお

けるリスクの適正な分析・評価・検討を行うため、「リスク管理規程」
に基づき、リスクの種類に応じて主管部署及び管理責任者を定めており
ます。

管理責任者は、日常的なモニタリングによるリスクの排除及び予防に
努め、リスクの発生又は発生可能性が認められる場合においては研修を
実施する等の方策で周知徹底を図るほか、定期的なリスク評価を行い、
その結果及び対応策につき取締役会において報告いたしております。

また、定期的に行う内部監査を通してリスクを未然に防止するよう努
めるとともに、リスク管理体制の有効性を検証しております。

③ 監査等委員会の監査体制
監査等委員会は、当事業年度において12回開催された監査等委員会の

ほか、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室その他内部
統制部門と連携の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、
主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、並びに会
社の業務及び財産の状況の調査等により情報収集に努め、取締役及び主
要な使用人等の職務執行の監査を実施いたしております。

また、内部監査室及び会計監査人との情報・意見交換を通じて連携を
図り、監査の実効性の向上に努めております。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
利益配分に関する基本方針といたしましては、１株当たり利益水準を高める

べく収益力の向上に努め、その収益力を基準に企業体質の強化と今後の事業展
開に必要な内部留保の確保等を考慮したうえで増配等の方策により、株主に対
し積極的に利益還元を行う方針です。

このような基本方針を踏まえて、配当性向は概ね20％といたしておりますの
で、当期純利益の増減に伴い配当金も変動させていく方針です。また、内部留
保金につきましては営業貸付金に充当し営業力の強化を図っていく方針です。
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（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 貸 付 金

販 売 用 不 動 産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

賃 貸 不 動 産

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

108,500,466

5,173,296

102,583,893

70,043

81,297

705,335

△113,400

9,771,542

3,935,965

65,190

23

31,648

16,708

1,440

3,820,954

133,255

5,000

17,583

102,795

7,876

5,702,321

3,811,397

524,918

1,366,005
　

流 動 負 債 21,684,219

１ 年 以 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 20,358,230

未 払 金 102,685

未 払 費 用 57,897

未 払 法 人 税 等 1,066,773

預 り 金 46,271

前 受 収 益 23,546

賞 与 引 当 金 26,610

そ の 他 2,205

固 定 負 債 47,533,774

長 期 借 入 金 46,027,225

退 職 給 付 引 当 金 119,700

役員退職慰労引当金 1,116,713

そ の 他 270,136

負 債 合 計 69,217,994

純 資 産 の 部

株 主 資 本 49,054,015

資 本 金 2,307,848

利 益 剰 余 金 46,747,417

利 益 準 備 金 576,962

そ の 他 利 益 剰 余 金 46,170,455

別 途 積 立 金 42,700,000

繰 越 利 益 剰 余 金 3,470,455

自 己 株 式 △1,250

純 資 産 合 計 49,054,015

資 産 合 計 118,272,009 負 債 ・ 純 資 産 合 計 118,272,009

貸　借　対　照　表
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（ 2024年４月１日から ）2025年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

Ⅰ 営 業 収 益

営 業 貸 付 金 利 息 5,465,012

そ の 他 の 営 業 収 益 2,054,921 7,519,934

Ⅱ 営 業 費 用

金 融 費 用 604,591

売 上 原 価 90,043

そ の 他 の 営 業 費 用 1,610,544 2,305,180

営 業 利 益 5,214,754

Ⅲ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,169

雑 収 入 900

有 価 証 券 利 息 26,975

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 10,197 40,243

Ⅳ 営 業 外 費 用

固 定 資 産 除 却 損 5,420

支 払 利 息 37,867

為 替 差 損 37,694 80,981

経 常 利 益 5,174,016

Ⅴ 特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,189

会 員 権 売 却 益 17,004 18,193

税 引 前 当 期 純 利 益 5,192,209

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,877,866

法 人 税 等 調 整 額 △72,008 1,805,858

当 期 純 利 益 3,386,351

損　益　計　算　書
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（ 2024年４月１日から ）2025年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

2024年４月１日　残高 2,307,848 576,962 40,000,000 3,443,624 44,020,586 △1,250 46,327,184 46,327,184

事 業 年 度 中 の 変 動 額

別途積立金の積立て － － 2,700,000 △2,700,000 － － － －

剰 余 金 の 配 当 － － － △659,520 △659,520 － △659,520 △659,520

当 期 純 利 益 － － － 3,386,351 3,386,351 － 3,386,351 3,386,351

事業年度中の変動額合計 － － 2,700,000 26,831 2,726,831 － 2,726,831 2,726,831

2025年３月31日　残高 2,307,848 576,962 42,700,000 3,470,455 46,747,417 △1,250 49,054,015 49,054,015

株主資本等変動計算書
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子会社株式 移動平均法による原価法

満期保有目的債券 償却原価法

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切り下げの方法）

① 有形固定資産 定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及び
賃貸不動産（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　８～38年
車両運搬具　　　　　　　　　２～６年
工具、器具及び備品　　　　　３～20年
賃貸不動産　　　　　　　　　６～23年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利
用可能期間（５年）に基づいております。

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のう
ち当期負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給
額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。

① デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

② ヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの
特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用し
ております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金
　ハ. ヘッジ方針 当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づ
き、金利変動リスクをヘッジしております。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段
のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の
比率によって有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、
有効性の評価を省略しております。

個別注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1）有価証券の評価基準及び評価方法

(2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

(3）固定資産の減価償却の方法

(4）引当金の計上基準

(5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
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貸倒引当金（流動資産） 113,400千円

計 113,400千円

(1）担保に供している資産

① 担保に供している資産

営業貸付金 12,644,148千円

賃貸不動産 3,820,954千円

計 16,465,102千円

② 上記に対応する債務

１年以内返済予定の長期借入金 2,653,500千円

長期借入金 8,716,100千円

計 11,369,600千円

(2）有形固定資産の減価償却累計額 336,749千円

(3）保証業務に係る債務保証残高 48,953,746千円

３. 会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月

28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま

す。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。）第65－２項(2)

ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、これによる計算書類に与える影響はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記

不動産担保ローン業務における貸倒引当金の計上

① 当事業年度に計上した金額

② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ. 算出方法

当社は、一般債権については貸倒実績率により算定された貸倒見積高を、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案した上で、当該債権の期末残高から
担保不動産による回収見込額を減額して算定された貸倒見積高を貸倒引当金として計上
しております。なお、担保不動産による回収見込額は、条件が類似した近隣不動産の成
約実績等を基に、路線価等の指標も参考にし、評価時点において当該不動産を不動産市
場で売り出した場合に売却可能な価格を採用しております。

ロ. 主要な仮定
担保不動産による回収見込額は、条件が類似した近隣不動産の成約実績等を基に、路

線価等の指標も参考にし、評価時点において当該不動産を不動産市場で売り出した場合
に売却可能な価格を採用しております。その主要な仮定は、担保不動産による回収額
が、採用した回収見込額を下回らないことであり、不動産市況の影響を受けます。

ハ. 翌事業年度の計算書類に与える影響
将来の担保不動産による回収時点において、当該担保不動産の価格に重要な下落がな

いとする仮定には不確実性があり、不動産市況の動向により担保不動産による回収見込
額が当該債権の貸付金残高を下回った場合は、営業貸付金の回収可能性に重要な影響を
与えるリスクがあります。なお、不動産市場における実勢価格が大幅に下落した場合に
は、追加の個別貸倒引当金の計上が発生する可能性があります。

５. 貸借対照表に関する注記
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当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 32,980,500 － － 32,980,500

合　計 32,980,500 － － 32,980,500

自己株式

普通株式 4,500 － － 4,500

合　計 4,500 － － 4,500

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会

普通株式 659,520 20 2024年３月31日 2024年６月27日

・配当金の総額 659,520千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 20円

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月26日

貸倒引当金損金算入限度超過額 35,743千円

賞与引当金 8,147千円

役員退職慰労引当金 351,987千円

退職給付引当金 37,551千円

未払事業税 45,992千円

未収利息不計上額 1,252千円

会員権評価損 7,375千円

満期保有目的債券評価差損 4,453千円

その他 32,413千円

繰延税金資産計 524,918千円

繰延税金負債 －千円

繰延税金資産の純額 524,918千円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(2）配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

2025年６月25日開催の第56回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

③ 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
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（単位：千円）

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

(1) 営業貸付金　(*１) 102,583,893

貸倒引当金 △113,400

102,470,493 102,605,513 135,019

(2) 満期保有目的債券 1,112,315 1,055,756 △56,559

　資産計 103,582,809 103,661,270 78,460

(3) 長期借入金（１年以内返済予定も含む） 66,385,455 66,249,647 △135,807

　負債計 66,385,455 66,249,647 △135,807

(4) デリバティブ取引(*２) （77,842） （77,842） －

８. 金融商品に関する注記

(1）金融商品の状況に関する事項

当社は、不動産担保ローン事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調整して銀行

等金融機関からの資金調達を行っております。これらの有利子負債に係る調達金利は市場環

境等により変動するため、金利変動による不利な影響が生じないように、一部の借入金に対

して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。なおデリバティブ取

引は当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に従い実施されております。

また調達した資金は、営業貸付金を中心とした事業運営全般に使用されております。営業

貸付金には、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスク及び担保不動産の価格変動

リスクがあります。当社は「融資規程」等の内規に基づいて適正な与信限度額の設定及び途

上与信管理における債権メンテナンス（担保不動産の再評価）によりリスク低減を図ってお

ります。

(2）金融商品の時価等に関する事項

2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、市場価格のない株式等である関係会社株式（貸借対照表計上額

3,811,397千円）は、次表に含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金は

短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(*１)　営業貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*２)　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、（　）で示しております。

(3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。
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（単位：千円）

時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

デリバティブ取引

通貨関連 － 77,842 － 77,842

負債計 － 77,842 － 77,842

（単位：千円）

時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

(1) 営業貸付金 － － 102,605,513 102,605,513

(2) 満期保有目的債券 － 1,055,756 － 1,055,756

資産計 － 1,055,756 102,605,513 103,661,270

(3) 長期借入金（１年以内返済予定も含む） － 66,249,647 － 66,249,647

負債計 － 66,249,647 － 66,249,647

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1) 営業貸付金

営業貸付金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳

簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。一方固定

金利によるものは、貸付期間及び利率ないし担保状況に応じた債権区分ごとに、元利金の

合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割引いて時価を算定しておりま

す。また、担保による回収を予定している債権については、担保による回収見込額等に基

づいて時価を算定しております。これらの営業貸付金の時価はレベル３の時価に分類して

おります。

(2) 満期保有目的債券

満期保有目的債券の時価は、取引金融機関から入手した情報をもって算定しておりま

す。活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類してお

ります。

(3) 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられ

るため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分

した当該長期借入金の元利金の合計額(※)を同様の借入において想定される利率で割引い

て現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(※) 金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップの

レートによる元利金の合計額

(4) デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（単位：千円）

貸借対照表計上額
当事業年度末の時価

当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

3,870,000 △49,046 3,820,954 4,404,625

種　類 会社等の名称 住　所
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の所
有(被所有)
割 合 （ ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科　目
期末残高
（千円）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱山和
(注１)

東京都
渋谷区

52,918
千円

不動産
賃貸業

(被所有)
直接

2.34
不動産の賃借

営業用店舗の
賃借
(注２)

75,017 前払費用 7,225

敷金の差入
(注２)

8,170

投資その他
の資産のそ
の他(敷金)

55,239

敷金の返還
(注２)

7,201

子会社
ASAX America, 
Inc.
(注３)

米国カリ
フォルニ

ア州

25,500千
米ドル

不動産業
直接
100.00

出資
役員の兼任

増資の引受
(注３)

1,799,520
関係会社

株式
3,801,397

９．賃貸等不動産に関する注記

(1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設及び居住用建

物等（土地を含む）を有しております。

当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は87,468千円（賃貸収益は営業収

益に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。これら賃貸等不動産に関する貸借対照

表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方

法は以下のとおりであります。

(2）賃貸等不動産の時価に関する事項

(注)１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当事業年度の増減額の内訳は以下のとおりであります。

増加額　　　改修工事　　 7,596千円
減少額　　　減価償却費　56,643千円

３．当事業年度末の時価は、主要な物件については、前事業年度末時点における不動産鑑定
士による不動産鑑定評価書に基づく金額から、当事業年度における変動を反映した金額
であります。

10. 関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１．当社代表取締役草間庸文及びその近親者が合計で議決権の78.0％を直接所有している会

社であります。
２．本店及び旧銀座支店として利用しているものであり、賃料及び敷金の差入れは近隣の相

場をもとに交渉により決定しております。なお、銀座支店については2024年10月６日を
もって退去しており、上記取引金額には退去までの賃借料を記載しております。

３．増資の引受はASAX America,Inc.の行った増資を引き受けたものであります。

－ 27 －



(1）１株当たり純資産額 1,487円56銭

(2）１株当たり当期純利益 102円69銭

11. 収益認識に関する注記

当社の営業収益は、貸出業務から生じる営業貸付金利息及び手数料等、保証業務から生じる

信用保証収益及び手数料並びに不動産賃貸業務から生じる不動産賃貸収入から構成されており

ます。

貸出業務及び保証業務から生じる収益は、収益認識会計基準第３項に定められる企業会計基

準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、又は金融商品

の組成又は取得に際して受け取る手数料に該当するものであり、同会計基準の適用対象外であ

ることから、記載を省略しております。

また、不動産賃貸業務から生じる収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号 2007年３月30日）により認識しており、同会計基準の適用対象外であることから、記

載を省略しております。

12.１株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 　 哲

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 河 島 啓 太

独立監査人の監査報告書
2025年５月26日

株式会社　アサックス

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アサ

ックスの2024年４月１日から2025年３月31日までの第56期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会

計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。
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・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第56期事業

年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

一　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室その他内部統制部門と連携

の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、主要な決裁書類

その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役及び主要な使用人

等の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査しまし

た。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

二　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

2025年５月30日

株式会社アサックス　監査等委員会

監 査 等 委 員 成 田 隆 一 ㊞

監 査 等 委 員 松 﨑 孝 夫 ㊞

監 査 等 委 員 林 　 康 司 ㊞
　
(注）監査等委員成田隆一、松﨑孝夫及び林康司は、会社法第２条第15号及び第331条第６

項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

第56期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、当事業年度の
業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたい
と存じます。

１. 期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類

金銭といたします。
(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は659,520,000円となります。

(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月26日といたしたいと存じます。

２. その他の剰余金の処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　　2,700,000,000円
(2）減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　　2,700,000,000円

－ 34 －



候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１

くさ

草
 

　
ま

間
 

　
つね

庸
 

　
ふみ

文

(1949年９月26日生)

1974年９月 当社取締役

1981年11月 株式会社山和住宅（現株式会社山和）

取締役

1993年１月 同社代表取締役

1994年５月 当社代表取締役社長

2005年11月 株式会社山和住宅（現株式会社山和）

代表取締役辞任、取締役就任

2007年11月 同社取締役辞任

2020年６月 当社代表取締役会長（現任）
　

9,399,100株

２

くさ

草
 

　
ま

間
 

　
ゆう

雄
 

　
すけ

介

(1985年５月９日生)

2008年４月 オリックス株式会社入社

2008年４月 株式会社フレキシブル取締役

2011年３月 オリックス株式会社退社

2013年３月 当社入社

2013年６月 当社取締役

2015年５月 当社取締役審査部長・管理部門担当

2017年６月 当社常務取締役審査部長・管理部門担当

2020年６月 当社代表取締役社長兼審査部長（現任)

2023年３月 株式会社フレキシブル代表取締役（現任）

2023年５月 ASAX America, Inc.President（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社フレキシブル代表取締役

ASAX America, Inc.President
　

225,000株

３

いけ

池
 

　
じり

尻
 

　
しゅう

周
 

　
へい

平

(1978年６月20日生)

2002年３月 当社入社

2008年２月 当社銀座支店長

2010年２月 当社本社営業課長

2016年５月 当社本社営業部長

2016年６月 当社取締役営業統括部長

2020年６月 当社取締役営業統括部長・管理部門担当

2024年６月 当社取締役営業統括部長（現任）
　

6,900株

４

こ

小
 

　
ばやし

林
 

　
いっ

一
 

　
せい

成

(1981年２月17日生)

2003年３月 当社入社

2019年１月 当社銀座支店長

2020年５月 当社総務統括部長

2022年４月 当社本社営業部長

2023年７月 当社新宿支店長

2024年６月 当社取締役・管理部門担当（現任）
　

5,000株

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４
名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者

について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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(注)１. 候補者草間庸文氏は当社の経営を支配している者であります。

２. 候補者草間雄介氏は株式会社フレキシブルの代表取締役であり、同社は2025年３月31日

現在、当社株式11,394,400株を保有しております。その他の候補者と当社の間には、特

別の利害関係はありません。

３. 各候補者の選任理由は次のとおりであります。

（1）取締役候補者草間庸文氏は、当社代表取締役として長年にわたり経営全般に携わり、

経営者としての豊富な経験や高い見識に加え、幅広い人脈を有しております。

同氏は経験・実績に基づく強いリーダーシップと確固たる決断力を備えており、当社

の持続的な企業価値向上の実現のために、引き続き取締役とすることが適当であると

判断し、選任をお願いするものであります。

（2）取締役候補者草間雄介氏は、金融及び経営に関する豊富な知識を有しており、当社の

業務に精通していることに加え、2020年６月からは当社代表取締役社長を務め、経営

の重要事項の決定及び業務執行の監督等、組織運営能力を発揮しております。

こうしたこれまでの実績を踏まえ、当社の企業価値向上と持続的成長の実現のため

に、引き続き取締役とすることが適当であると判断し、選任をお願いするものであり

ます。

（3）取締役候補者池尻周平氏は、当社における営業部門責任者としての豊富な経験を有し

ており、当社の業務に精通しております。同氏は取締役として就任以来、経営の重要

事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。

こうしたこれまでの実績を踏まえ、引き続き取締役とすることが適当であると判断

し、選任をお願いするものであります。

（4）取締役候補者小林一成氏は、当社における営業部門及び管理部門責任者としての業務

経験を有しており、当社の業務及び財務・経理に関する豊富な経験と幅広い知見を有

しております。こうしたこれまでの実績を踏まえ、経営の重要事項の決定及び業務執

行の監督等の役割を適切に果たすことができると判断し、引き続き取締役とすること

が適当であると判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１

なり

成
 

　
た

田
 

　
りゅう

隆
 

　
いち

一

(1971年４月19日生)

1995年４月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託

銀行株式会社）入行

1998年７月 建設省（現国土交通省）出向

2000年６月 安田信託銀行株式会社復帰

2001年４月 プライスウォーターハウスクーパー

ス・フィナンシャル・アドバイザリー

サービス株式会社（現PwCアドバイザリ

ー合同会社）入社

2002年11月 エートス・ジャパン・エルエルシー入社

2004年６月 株式会社吉村総合計画鑑定取締役ＣＯＯ

2007年８月 株式会社フローク・アドバイザリー設

立、代表取締役社長（現任）

2008年10月 トキワユナイテッドパートナーズＬＬ

Ｐパートナー（現任）

2013年３月 株式会社ＪＢＳファシリティーズ社外

取締役（現任）

2013年12月 ＳＧアセットマックス株式会社投資委

員会外部委員（現任）

2019年６月 当社社外取締役［監査等委員］（現

任）

（重要な兼職の状況）
株式会社フローク・アドバイザリー代表取締役社長
トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰパートナー
株式会社ＪＢＳファシリティーズ社外取締役

ＳＧアセットマックス株式会社投資委員会外部委員
　

－

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役松﨑孝夫氏は辞
任され、成田隆一氏は任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存
じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

２

てら

寺
 

　
もと

本
 

　
とし

敏
 

　
ゆき

之

(1958年９月15日生)

1981年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住

友銀行）入行

2008年４月 株式会社三井住友銀行執行役員

2011年４月 株式会社三井住友銀行常務執行役員

2014年４月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執

行役員

2015年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ専務執行役員

2015年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ取締役

2016年４月 株式会社三井住友銀行取締役

2016年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ常任監査役

　　　　　　株式会社三井住友銀行監査役

2017年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグル

ープ取締役

2019年６月 ホウライ株式会社副社長執行役員

2019年12月 ホウライ株式会社代表取締役社長

2024年３月 東亞合成株式会社社外取締役［監査等

委員］（現任）

2024年10月 ホウライ株式会社代表取締役会長ＣＥ

Ｏ（現任）

（重要な兼職の状況）

東亞合成株式会社社外取締役［監査等委員］

ホウライ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
　

－

(注)１. 候補者寺本敏之氏は、新任の候補者であります。

２. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

３. 候補者２氏全員は、社外取締役候補者であります。

４. 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行することができ

ると判断した理由について

(1) 候補者成田隆一氏につきましては、不動産鑑定士としての専門知識と豊富な経験及

び会社経営者としての幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため、社

外取締役候補者といたしました。

(2) 候補者寺本敏之氏につきましては、会社経営経験及び金融機関における豊富な経験

と幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため、社外取締役候補者とい

たしました。

５．候補者成田隆一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の

在任期間は本総会終結の時をもって６年となります。

６．当社では成田隆一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。同氏が選任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする

予定であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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株主総会会場ご案内図

会場 ＡＳＡＸ広尾ビル　本社会議室

東京都渋谷区広尾一丁目３番14号

Ｎ
至
渋
谷

至
目
黒

至天現寺
明治通り

恵比寿ビジネスタワー

みずほ銀行

ルノアール

セブンイレブン

マクドナルド

スーツセレクト
西口

東口

焼肉
トラジ

公園

ローソン

アサックス本社
ＡＳＡＸ広尾ビル

恵
比
寿
駅

恵比寿一丁目
交差点

恵比寿駅前
ロータリー

駒
沢
通
り

交番

日比谷線
出口

１

渋谷橋
郵便局

ラーメン
一風堂

渋
谷
川

渋谷橋交差点
（歩道橋が目印）

交通のご案内

●　ＪＲ線

　　恵比寿駅下車（西口・東口より徒歩約５分）

●　東京メトロ日比谷線

　　恵比寿駅下車（１番出口より徒歩約５分）

※　駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮く

ださいますようお願い申し上げます。


